
【訪問看護・医療保険利用料金表】

　〔訪問看護〕＿利用料金（ 1回につき）

　【各種加算】

【支払方法及び留意事項】

2,650 円
４．緊急訪問看護加算

（ 1日につき）

23．早朝・夜間訪問看護加算 2,100 円
1,500 円

９．訪問看護情報提供療養費
１（１月につき）

1,500 円

７．特別管理加算 2,500 円
20．複数名訪問看護加算

/准看護師（週１日）※
3,800 円

利用料金
厚生労働大臣の定める基準により、原則として基本料金の１割から３割がご利用者の負担する
料金となります。ただし、介護保険の 範囲を超えたｻｰﾋﾞｽ利用料金は全額自己負担となりま

す。 ※介護保険料の滞納がある場合には、負担割合が３割負担となることがあります。

キャンセル料

ご利用予定のサービスをキャンセルする際は、すみやかに事業所までご連絡下さい。サービス
利用日の前日 21時を過ぎてキャンセルされる場合は不要です。

当日訪問までのご連絡は全額請求します。
訪問予定1時間前以降は全額キャンセル料がかかりますのでご注意下さい。

※緊急な入院などの事情についてはキャンセル料を頂きません。

支払証明書
領収書は再発行いたしかねますので、大切に保管してください。

領収書を紛失された場合は、支払証明書 100円（外税）にて発行 いたします。

予定日以外
での訪問

利用者様またはご家族様の希望による予定日以外の訪問につきましてスタッフの勤務・訪問件
数などの状況によりお断りさせて頂くことがございますがご了承ください。

合同会社ほーむ　むすび訪問看護ステーション

670円 1,310円 1,970円

悪性腫瘍の利用者に
対する緩和ケア又は
褥瘡ケアに係 る専門
的な研修を受けた看

護師による場合

12,850円

３割

基本療養費Ⅰ （看
護師等：週3日まで）

5,550円 560円 1,110円 1,670円

6,550円
基本療養費Ⅰ （看

護師等：週4日以降）

料金 1割 ２割

5,550円

6,550円

560円 1,110円 1,670円

670円 1,310円 1,970円

基本療養費
Ⅱ (同一建
物居住者で
同一日に 2
人訪問した

場合）

看護師
等：週3日

目まで

看護師
等：週4日
目以降

基本療養費Ⅲ 8,500円

ご利用者が入院中であり、在宅療養に備えて一時的に外泊を
している者に対 し、その者の主治医から交付を受けた訪問看
護指示書及び訪問看護計画書 に基づき、訪問看護を行った場
合に算定する料金です。

　２．基本療養費Ⅰ・Ⅱともに、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問の場合は、週 4日以降も
週3日までの料金が適用されます。
機能強化型訪問看

護管理療養費１
機能強化型訪問看

護管理療養費２
月の初日の場合

指定訪問看護を行うにつき安全な提供体
制が整備されている訪問看護ス テーショ
ンであって、利用者に対して訪問看護基
本療養費及び精神科訪問 看護基本療養
費を算定すべき指定訪問看護を行ってい
るものが、当該利用 者に係る訪問看護計
画書及び訪問看護報告書並びに精神科
訪問看護計画 書及び精神科訪問看護報
告書を当該利用者の主治医に対して提出
するとと もに、当該利用者に係る指定訪
問看護の実施に関する計画的な管理を

継続 して行った場合に、訪問の都度算定
する。

2,780円 280円 560円 830円

3,280円 330円 660円 980円

看護師
等：週3日

目まで

看護師
等：週4日
目以降

基本療養費
Ⅱ (同一建
物居住者で
同一日に 3
人以上訪問
した場合）

12,530円

9,500円

8,470円

7,440円

3,000円月の2日目以降

機能強化型訪問看
護管理療養費３

訪問看護管理療養
費

機能強化型訪問看
護管理療養費１

機能強化型訪問看
護管理療養費２

機能強化型訪問看
護管理療養費３

訪問看護管理療養
費

項　目 利用料金 （単位：円） 項　目 利用料金 （単位：円）

4,500 円 14．退院時共同指導加算 8,000 円

６．訪問看護ターミナルケア
療養費２

10,000 円
19．複数名訪問看護加算

/看護師等（週１日）※
4,500 円

５．訪問看護ターミナルケア
療養費１

25,000 円
18．看護・介護職員連携

強化加算
2,500 円

１．難病等複数回訪問加算
（ 1日2回）※

3,000 円16．在宅患者連携指導加算6,400 円３．24時間対応体制加算

6,000 円15．退院支援指導加算8,000 円
２．難病等複数回訪問加算

（ 1日3回以降）※

1,500 円17．乳幼児加算（ 1日につき）

4,200 円

10．訪問看護情報提供療養費
２（１月につき）

11．訪問看護情報提供療養費
３（１月につき）

８．特別管理加算（別に厚生労働大臣
が定める状態にあるご利用者）

5,000 円
21．複数名訪問看護加算
 /看護補助者（週３日）※

3,000 円

22．複数名訪問看護加算
/看護補助者 　（１日複数回）

１日１回：3,000円
 １日２回：6,000円

１日３回以上： 10,000円

注）１．看護師等とは、保健師、助産師又は看護師を指します。 　

おむつ代・エンゼルケアセット費用は原則として利用者様のご用意となります。
（不足・緊急時・実費負担になります）

訪問看護時間が９０分を超えた場合（保険適用とならない場合）

実費項目
（一回に
つ き）

2,500円（外税）
/30分毎

実費

実施記録の複写物交付
１枚につき

２０円（外税）

週間予定外の代替訪問（週間予定外の祝日の訪問や家族都合等）
訪問看護料金＋
2000円（外税）

死後の処置料（指定訪問看護と連続して行う場合）
※このｻｰﾋﾞｽは指定訪問看護とは別のｻｰﾋﾞｽになります。

15,000円

13．長時間訪問看護加算 5,200 円 25．特別管理指導加算 2,000 円

通常の事業の実施地域を越えて行う交通費（自動車・自動二輪車使用）
1ｋｍにつき

200円（外税）

通常の事業の実施地域を越えて行う交通費（公共の交通機関使用） 実費

駐車許可証の交付が認められない場合の駐車場代
（自動車・自動二輪車使用）

12．在宅患者緊急時等カンファ
レンス加算

2,000 円 24．深夜訪問看護加算


